
○浪江町空き家・空き地バンク実施要綱 

(令和 3年 12月 1日告示第 120号) 
 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、東日本大震災からの復興に向け町内居住人口の拡大を図るため、町

内の空き家空き地の売却または賃貸情報を提供する浪江町空き家・空き地バンク（以

下「バンク」という。）の設置及び運用に関し必要な事項を定める。 

(定義) 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 空き家 居住を目的として建築され、現に居住していない（近く居住しなくなる

予定のものを含む。）町内にある一戸建て住宅又は併用住宅で、良好な管理状態に

あるもの及びその敷地をいう。 

(2) 空き地 住宅を建築できる面積を有し、現に使用していない（近く使用しなくな

る予定のものを含む。）町内の土地であって、良好な管理状態にあるものをいう。 

(3) 住他診断 浪江町空き家・空き地バンク住宅診断士派遣事業実施要綱第 2条に規

定する住宅診断士による住宅診断をいう。 

(登録の申し込み等) 

第 3条 バンクへの登録を希望する空き家又は空き地（建築基準法（昭和 25年法律第 20

1号）第 39条の規定により指定された災害危険区域及び原子力災害対策特別措置法

（平成 11年法律第 156号）の規定により設定された帰還困難区域に所在するものを除

く。）の所有者は、空き家・空き地バンク登録申込書（様式第 1号）を町長に提出し

なければならない。 

2 町長は、前項の規定による申込があったときは、所有者が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成 3年法律第 176号 77号）第 2条第 6号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。）でないことを確認し、町長が指定する宅地建物取引

業法（昭和 27年 6月 10日法律第 176号）第 2条第 3号に規定する宅地建物取引業者

（以下「指定宅建業者」という。）に申込みのあった空き家・空き地等の確認及び調

査（住宅診断を含む。）をいらいするものとする。 

3 指定宅建業者は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに当該物件を確認し、

空き家・空き地バンク登録物件報告書（様式第 2号）により町長に報告しなければな

らない。 

4 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、当該空き

家又は空き地の情報を空き家・空き地バンク登録台帳（様式第 3号）に登録するもの

とする。 



5 町長は、前項の規定による登録（以下「バンク登録」という。）をしたときは、空き

家・空き地バンク登録（変更）完了通知書（様式第 4号）を第 1項の規定による申込者

に通知するものとする。 

6 バンク登録の有効期限は、当該登録をした日から 2年が経過した日の属する年の 12月

末日までとする。ただし、空き家・空き地バンク登録抹消申出書（様式第 6号）の提

出があるまでは自動更新とする。 

(登録事項の変更届出等) 

第 4条 前っ条第 5項の規定による通知を受けた者（以下「情報登録者」という。）はバ

ンク登録した内容に変更が生じたときは、空き家・空き地バンク登録内容変更届出書

（様式第 5号）を町長に提出しなければならない。 

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、バンク登録台帳の登録内容を変更す

るものとする。 

3 前条第 5項の規定は、前項の場合について準用する。 

(バンク登録の抹消等) 

第 5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バンク登録を抹消しなければな

らない。 

(1) 空き家・空き地バンク登録抹消申出書（様式第 6号）の提出があったとき。 

(2) 空き家・空き地バンクの利用により売買又は賃貸借契約が成立したとき。 

(3) バンク登録の申込内容に虚偽があったとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。 

2 町長は、バンク登録を抹消したときは、その旨を空き家・空き地バンク登録抹消通知

書（様式第 7号）により情報登録者に通知するものとする。 

(登録情報の公開) 

第 6条 町長は、次に掲げるバンク登録の情報（以下「公開情報」という。）を町のホー

ムページにおいて公開するものとする。ただし、情報登録者が公開を希望しない情報

を除く。 

(利用の申し込み等) 

第 7条 空き家・空き地バンクを利用しようとする者（以下「利用希望者」という。）は、

空き家・空き地バンク利用申込書（様式第 8号）に必要事項を記入し、町長に提出し

なければならない。 

2 町長は、前項の規定による申込があったときは、その内容を精査し、利用希望者が次

の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その申込内容を情報登録者及び指定宅

建業者に通知するものとする。ただし、利用希望者が暴力団員と認めるとき又は公の

秩序を乱し、もしくは善良な風俗を害する恐れがあると認めるときは、この限りでな

い。 

(1) 空き家に居住しようとする者 



(2) 空き地に住宅を建築して居住しようとする者 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの 

(情報登録者と利用希望者との交渉等) 

第 8条 情報登録者と利用希望者との空き家・空き地に関する交渉及び売買、賃貸借等に

関する契約については、町長が指定及び依頼した指定宅建業者が行うものとし、当該

空き家・空き地の瑕疵等に起因するものを含む苦情・紛争等について町は、直接これ

に関与しないものとする。 

2 指定宅建業者は、前項の交渉の結果を空き家・空き地バンク交渉結果報告書（様式第

9号）により町長に報告しなければならない。 

(その他) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、空き家・空き地バンクに関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は公布の日から施行する。 


